
　令和６年１０月１日、中山町は誕生から７０年を迎えます。この大きな節目の年を町を挙げて祝い、
町に関わる人のすべてが、積み重ねられてきた歴史や文化、先人たちの功績などをはじめとする町
の伝統・魅力の再認識を通じて、町への愛着を育て・深めるとともに、それらの各種取組みを町内
外に幅広く発信することにより、町のさらなる発展につなげてまいります。
※７０周年についての詳しい内容は、広報なかやま４月１５日号でお知らせします。
【事業の募集と補助金について】
　町民、団体、事業者等の皆様が町誕生７０周年を盛り上げるため企画し実施する事業に対して、「中山
町誕生７０周年記念町民参加事業補助金」を交付します。活動の大小は問いません。ぜひたくさんのご
応募をお待ちしています。補助金の概要は次のとおりです。詳細は町公式ホームページをご覧ください。
●補助対象　・３名以上で、町民もしくは町内事業所に勤務する者が代表者を務める団体
　　　　　　・中山町を活動拠点とするまたは活動範囲に含む団体
●対象事業　・町誕生７０周年を盛り上げるため、自ら企画し実施する事業（もっぱら営利のみを目

的とするものを除く）　・中山町内で実施し、幅広く町民などを対象とする事業
●補助金額・補助率…金額の上限　５万円　　補助率　補助対象経費の１０／１０
●交付の決定…申請書類の審査を経て、町長が決定します。予算の範囲内の補助となり、応募事業

すべてが採択されるとは限りません。
●申 請 方 法…町公式ホームページから申請書類をダウンロードし、必要事項を記入の上、総合政策

課に提出してください。なお、申請書類は提出先でも配布しています。
●受 付 期 間…４月１日（月）～令和７年２月２８日（金）

　吉村知事と車座になって、地域の元気創出策などについて意見交換しませんか。ぜひご参加ください。
●日　　時…５月１４日（火）　午後４時～５時３０分　　●場　　所…役場大会議室
●対　　象…１５歳以上４５歳位までの町民　※託児もできます。事前に申込が必要です。
●申込方法…次の①～⑥を電話、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれかの方法でお申し込みください。
　①氏名、②年齢、③住所、④電話番号、⑤勤務先・学校名、⑥地域がこうなったらいいと考えること
●申込締切…４月１５日（月）　※申込多数の場合は参加を調整させていただきます。

※申請・お問い合わせ先　総合政策課まちづくり推進Ｇ　☎６６２－４２７１

※お申込み・お問い合わせ先　総合政策課まちづくり推進Ｇ　☎６６２－４２７１
 （ＦＡＸ６６２–５１７６／ Ｅメール kikaku@town.nakayama.yamagata.jp）

中山町誕生７０周年を記念して実施する事業を募集します中山町誕生７０周年を記念して実施する事業を募集します

知事と若者の地域創生ミーティングについて

●「令和６年度母子保健事業計画・定期予防接種事業計画」　　　　　 
●「令和６年度　中山町農作業賃金・機械利用料金標準表　実勢賃借料」
●ほんわ館だより（第１３９号）　　●「お達磨の桜まつり」チラシ 　　●みんなの国保（第８４号）

1 6.4.16.4.1 ※本文中の「Ｇ」は「グループ」を省略したものです。
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※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
税
務
課
税
務
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
１
１
２

令
和
６
年
度
固
定
資
産
税
に
係
る



縦
覧
に
つ
い
て

　
固
定
資
産
税
に
係
る
土
地
お
よ
び
家
屋
価

格
帳
簿
の
縦
覧
・
閲
覧
が
で
き
ま
す
。

●

場
所　
住
民
税
務
課
税
務
Ｇ
（
役
場
１
階

５
番
窓
口
）

●

持
ち
物　
本
人
確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
な
ど
）

【
縦
覧
】

●

期
間　
４
月
１
日（
月
）～
５
月
３１
日（
金
）

（
土
・
日
、
祝
日
を
除
く
）
午
前
８
時
３０

分
～
午
後
５
時

●

対
象　
固
定
資
産
税
納
税
者
お
よ
び
そ
の

同
居
親
族

●

手
数
料　
無
料

【
閲
覧
】

●

期
間　
い
つ
で
も
可
（
土
・
日
、
祝
日
を

除
く
）
午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時
１５
分

●

対
象　
固
定
資
産
税
納
税
義
務
者
お
よ
び

そ
の
同
居
親
族
の
ほ
か
、
借
地
、
借
家
人

も
該
当
部
分
の
み
閲
覧
で
き
ま
す
。

●

手
数
料　
縦
覧
期
間
中
は
無
料
と
な
り
ま

す
が
、
借
地
、
借
家
人
は
有
料
と
な
り
ま

す
。

　
※
縦
覧
期
間
以
外
は
４
５
０
円

国民健康保険の手続きをお忘れなく！
　国民健康保険への加入や、やめる届出は、異動のあった日から１４日以内にお願いします。
　また、届出には世帯主と本人両方のマイナンバー（個人番号）の記入が必要です。マイナンバー
カードまたはマイナンバー通知カードと、窓口に来られる方の本人確認書類（運転免許証など）を
お持ちください。

　退職等により、加入していた医療保険をやめたとき（社会保険の任意継続被保険者となった場合
や、切れ目なく家族の社会保険の被扶養者になった場合を除く）

〈届出に必要なもの〉
●社会保険などの資格喪失連絡票（退職した事業所で発行）
＊ ６０歳未満の方は、あわせて国民年金の加入手続きを行いますので、お持ちであれば年金手帳
も持参してください。

国民健康保険に加入するとき

※届出・お問い合わせ先　住民税務課住民Ｇ（役場１階③番窓口）電話６６２－２２５２

　就職や家族の被扶養者になるなどして社会保険などに加入したとき

〈届出に必要なもの〉
●新たに発行された健康保険証（全員分）　●国保の保険証（全員分）

※勤務先等がこの手続きを行うことはありません。ただし、国保加入者が７５歳になり、後期高齢者
医療制度に加入した場合は、国保をやめる届出は必要ありません。

国民健康保険をやめるとき

　大学などへの進学により、国保加入者である家族と住所地を別にする方には、「㊫保険証」を交
付しますので、届出を行ってください。また、現在㊫保険証をお持ちの方も更新または非該当の届
出が必要です。
　⑴　新たに学生として町外に住所を移転する場合（㊫該当届）
　⑵　進級等により引き続き在学中の場合（㊫該当届〈更新〉）
　⑶　卒業等により学生でなくなった場合（㊫非該当届）

〈届出に必要なもの〉
●在学証明書（令和６年４月１日以降発行のもの）
●国保の保険証
＊対象者の現住所および在学する学校の名称・所在地を控えてきてください。

㊫保険証の手続きについて
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計
画
期
間
は
、
令
和
６
年
度
か
ら
１１
年
度
ま

で
の
６
年
間
で
す
。
計
画
の
全
文
を
町
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
税
務
課
住
民
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
１
１
３

令
和
６
年
度
住
宅
用
太
陽
光

発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
補
助
金
の

申
請
受
付
け
を
開
始
し
ま
す

　
町
で
は
地
球
温
暖
化
防
止
を
推
進
し
、
太

陽
光
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
し
た
発
電
シ
ス
テ

ム
の
普
及
を
図
る
た
め
、
中
山
町
の
区
域
内

に
お
い
て
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
の

設
置
に
要
す
る
費
用
に
対
し
、
予
算
の
範
囲

内
で
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
（
国
や
県
の
補

助
制
度
と
は
異
な
る
町
独
自
補
助
）。
今
年

度
か
ら
、
補
助
対
象
蓄
電
池
の
要
件
を
緩
和

し
て
い
ま
す
。

●

受
付
期
間　
４
月
１
日（
月
）～
３０
日（
火
）

●

受
付
予
定
件
数

・

太
陽
光
発
電
設
備
（
新
築
設
置
、
既
築
設

置
）
…
各
６
件

・
蓄
電
池
設
備
…
１７
件

※

受
付
期
間
中
で
予
算
を
上
回
る
申
請
が

あ
っ
た
場
合
は
、
抽
選
と
な
り
ま
す
。

●

対
象　
太
陽
光
発
電
設
備
、
蓄
電
池
設
備

（
太
陽
光
発
電
設
備
と
併
せ
て
設
置
す
る

か
、
既
設
で
あ
る
太
陽
光
発
電
設
備
に
設

置
す
る
も
の
）

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
広
報
課
庶
務
広
報
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
１
１
１

行
政
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
が
委
嘱
す

る
民
間
有
識
者
で
す
。
行
政
に
関
す
る
困
り

ご
と
や
意
見
・
要
望
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

行
政
相
談
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
医
療

保
険
・
年
金
か
ら
雇
用
、
運
輸
、
道
路
行
政

な
ど
多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
相
談
は
無
料
・
秘
密
厳
守
で
す
。
予

約
不
要
で
す
の
で
当
日
会
場
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

●

日
時　
４
月
１０
日（
水
）午
前
１０
時
～
正
午

●

場
所　
中
央
公
民
館
１
階　
第
１
研
修
室

●

相
談
委
員　
黒
沼
裕
一
氏

　
　
　
　
　
（
中
山
町
担
当
行
政
相
談
委
員
）

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
税
務
課
住
民
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
２
５
２

「
第
３
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
」
等
を



策
定
し
ま
し
た

　
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
皆
さ
ん
の
健
康

増
進
を
目
的
に
、
よ
り
効
果
的
な
保
健
事
業

を
実
施
す
る
た
め
、「
中
山
町
国
民
健
康
保

険　
第
３
期
保
健
事
業
実
施
計
画
（
デ
ー
タ

ヘ
ル
ス
計
画
）」
お
よ
び
「
第
４
期
特
定
健

康
診
査
等
実
施
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

●

内
容

・

太
陽
光
発
電
設
備
は
出
力
１
キ
ロ
ワ
ッ
ト

あ
た
り
２
万
５
０
０
０
円

　

（
上
限
額　
新
築
設
置
…
６
万
円
、
既
築

設
置
…
１２
万
円
）

・

蓄
電
池
設
備
は
補
助
対
象
経
費
（
消
費
税

抜
き
）
の
１０
分
の
１
（
上
限
額　
新
築
・

既
築
を
問
わ
ず
１２
万
円
）

●

そ
の
他
の
条
件

・

実
績
報
告
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て

中
山
町
に
住
所
を
有
す
る
者
ま
た
は
有
す

る
見
込
み
の
者
で
あ
る
こ
と
。

・
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。

・

自
ら
居
住
す
る
専
用
住
宅
も
し
く
は
居
住

の
用
に
供
す
る
床
面
積
が
当
該
建
築
物
の

延
床
面
積
の
２
分
の
１
以
上
を
占
め
る
併

用
住
宅
ま
た
は
こ
れ
に
付
属
す
る
車
庫
、

物
置
等
に
新
規
に
設
置
す
る
者
（
当
該
住

宅
等
の
所
有
者
で
な
い
場
合
は
、
当
該
設

置
に
つ
い
て
所
有
者
の
書
面
に
よ
る
承
諾

を
受
け
て
い
る
も
の
）
で
あ
る
こ
と
。

・

太
陽
光
発
電
設
備
は
、太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー

ル
の
公
称
最
大
出
力
が
１０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未

満
の
も
の
で
あ
っ
て
、
発
電
さ
れ
た
電
気

が
住
宅
ま
た
は
事
業
所
に
お
い
て
消
費
さ

れ
、
連
系
さ
れ
た
低
圧
配
電
線
に
余
剰
の

電
気
が
逆
流
さ
れ
る
も
の
を
補
助
対
象
と

す
る
（
受
給
開
始
日
が
当
該
年
度
内
で
あ

る
も
の
に
限
る
）。

・

蓄
電
池
設
備
は
、
国
補
助
金
の
対
象
製
品

を
補
助
対
象
と
す
る
。

・

補
助
金
の
交
付
は
１
住
宅
に
つ
き
、
補
助

対
象
設
備
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
１
回
限
り

と
す
る
。

※

詳
し
く
は
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
介
護
支
援
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
４
５
６

中
山
町
介
護
保
険
運
営
協
議
会

委
員
を
募
集
し
ま
す

　
町
で
は
、
介
護
保
険
事
業
の
運
営
、
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
・
評
価
、
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
つ
い

て
検
討
を
行
う
た
め
、
町
介
護
保
険
運
営
協

議
会
委
員
を
公
募
し
ま
す
。

●

任
期
期
間　
６
月
～
令
和
８
年
３
月
末
日

●

対
象　
町
内
に
住
所
を
有
す
る
４０
歳
以
上

の
方

●

募
集
人
数　
若
干
名

●

報
酬　
会
議
へ
出
席
…
３
６
０
０
円
／
回

●

申
込
方
法　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
お
よ
び

役
場
総
合
窓
口
に
あ
る
応
募
用
紙
に
記
入

し
、
４
月
１９
日（
金
）午
後
５
時
ま
で
に
健

康
福
祉
課
ま
た
は
役
場
総
合
窓
口
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※

運
営
協
議
会
は
必
要
に
応
じ
て
開
催
さ
れ

る
も
の
で
す
が
、
年
３
～
４
回
（
平
日
２

時
間
）
程
度
の
開
催
が
見
込
ま
れ
て
い
ま

す
。

3 6.4.16.4.1



く
だ
さ
い
。
申
し
込
み
は
随
時
受
付
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
申
込
書
は
提
出
先
の
ほ

か
、役
場
総
合
窓
口
に
用
意
し
て
い
ま
す
。

※

４
月
１
日
か
ら
、
対
象
者
の
年
齢
が
７０
歳

に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

※

現
在
利
用
中
の
方
は
自
動
更
新
と
な
り
ま

す
の
で
、
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
介
護
支
援
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
４
５
６

中
山
町
高
齢
者
お
か
え
り



支
援
事
業
に
つ
い
て

　
町
で
は
、認
知
機
能
の
低
下
な
ど
に
よ
り
、

行
方
不
明
な
ど
に
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
高
齢

者
等
の
情
報
を
事
前
に
登
録
し
て
い
た
だ
き
、

行
方
不
明
な
ど
に
な
っ
た
と
き
に
、
山
形
警

察
署
、
町
、
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
な

ど
が
そ
の
情
報
を
共
有
し
、
早
期
に
発
見
・

保
護
し
、
安
全
を
確
保
す
る
事
業
を
進
め
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
健
康
福
祉
課
介
護
支

援
Ｇ
、
担
当
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
町
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
民
生
児
童
委
員
、
中

山
・
豊
田
各
駐
在
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

●

見
守
り
シ
ー
ル
交
付
事
業

　
見
守
り
が
必
要
な
高
齢
者
の
衣
類
や
持
ち

物
な
ど
に
二
次
元
コ
ー
ド
の
つ
い
た
シ
ー
ル

を
貼
り
、万
が
一
行
方
不
明
と
な
っ
た
際
に
、

発
見
者
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で
二
次
元

コ
ー
ド
を
読
み
込
む
と
発
見
時
の
注
意
点
な

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
介
護
支
援
Ｇ

�
☎
６
６
２
‐
２
４
５
６

中
山
町
高
齢
者
見
守
り
事
業
の


新
規
利
用
者
募
集
に
つ
い
て

　
町
で
は
、
７０
歳
以
上（
※
）の
在
宅
生
活
を

送
る
方
に
対
し
て
、
定
期
的
に
訪
問
し
直
接

顔
を
合
わ
せ
る
見
守
り
事
業
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
高
齢
者
が
安
心
し
て
生

活
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

で
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
お
宅
へ
乳
酸

菌
飲
料
の
定
期
的
な
訪
問
配
達
を
行
い
、
安

否
確
認
を
す
る
事
業
で
す
。

●

対
象　
町
内
に
住
所
が
あ
り
、
か
つ
、
ご

自
宅
で
生
活
し
て
い
る
７０
歳
以
上
の
方
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。

　
⑴
一
人
暮
ら
し
の
方

　
⑵




７０
歳
以
上
の
ご
本
人
以
外
の
同
居
家
族

全
員
が
、
寝
た
き
り
、
ま
た
は
長
期
入

院
な
ど
し
て
い
る
方

※
直
接
ご
本
人
が
受
け
取
り
可
能
な
方
を
対

象
と
し
て
い
ま
す
。

●

内
容　
毎
週
２
回
（
月
・
木
曜
日
）
に
ご

自
宅
に
乳
酸
菌
飲
料
（
ヤ
ク
ル
ト
）
を
配

達
し
、
配
達
員
が
安
否
確
認
な
ど
を
行
い

ま
す
。

●

料
金　
乳
酸
菌
飲
料
代
は
町
が
負
担
し
ま

す
。
ご
本
人
の
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●

申
込
方
法　
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
健
康
福
祉
課
介
護
支
援
Ｇ
に
ご
提
出

ど
が
表
示
さ
れ
、
ご
家
族

と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

伝
言
板
で
や
り
と
り
が
で

き
る
、
早
期
発
見
・
保
護

に
つ
な
げ
る
事
業
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
利
用
す

る
に
は
、
高
齢
者
お
か
え

り
支
援
事
業
に
登
録
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

と
が
あ
る
方
、
知
的
障
が
い
を
お
持
ち
の

方
ま
た
は
そ
の
ご
家
族
。

●

会
場　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
大
字
柳
沢

２
３
３
６
‐
１
）

　
※

個
室
を
準
備
し
て
い
ま
す
。

●

開
催
日
時　
４
月
１８
日（
木
）午
前
９
時
～

午
後
４
時
（
予
約
制
）

※

２
か
月
に
１
度
開
催
し
ま
す
。（
偶
数
月
）

●

予
約
方
法　
４
月
１５
日（
月
）ま
で
健
康
福

祉
課
福
祉
子
育
て
支
援
Ｇ
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※

平
日
午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時
１５
分

　
（
祝
日
を
除
く
）

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
介
護
支
援
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
４
５
６

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ



「
ひ
だ
ま
り
」
を
開
催
し
ま
す

●

日
時　
４
月
２６
日（
金
）



午
前
１０
時
～
１１
時
３０
分

●

場
所　
中
央
公
民
館
１
階　
第
１
研
修
室

●

内
容

　
◎
ミ
ニ
講
話
「
昔
話
で
脳
活
！
」

　

　
昔
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
お
話
し
し
な

が
ら
、楽
し
く
脳
を
活
性
化
し
ま
し
ょ
う
！

　
◎
フ
リ
ー
タ
イ
ム

　

　
自
由
に
参
加
者
同
士
で
お
話
し
し
た
り

心
配
事
を
相
談
し
た
り
で
き
る
時
間
で
す
。

日
頃
感
じ
て
い
る
こ
と
を
飲
み
物
を
飲
み

な
が
ら
自
由
に
話
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
福
祉
子
育
て
支
援
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
６
７
３

�

Ｆ
Ａ
Ｘ
６
６
２
‐
２
０
６
５

『
子
ど
も
の
困
り
ご
と
相
談
会
』の



開
催
に
つ
い
て

　
お
子
さ
ん
の
こ
ん
な
こ
と
で
お
困
り
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

・
お
友
達
と
ト
ラ
ブ
ル
が
多
い
。

・
怒
る
と
な
か
な
か
収
ま
ら
な
い
。

・
常
に
落
ち
着
い
て
い
ら
れ
な
い
。

・

い
つ
も
一
人
で
同
じ
遊
び
を
繰
り
返
し
て

い
る
。

　
そ
し
て
、
困
り
ご
と
を
誰
に
相
談
す
れ
ば

よ
い
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
ん
な
お
悩
み
に
町

の
知
的
障
害
者
相
談
員
が
応
じ
ま
す
。
ま
た
、

１８
歳
以
上
の
知
的
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
ま

た
は
そ
の
ご
家
族
の
悩
み
、
困
り
ご
と
な
ど

の
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

●

対
象
者　
お
子
さ
ん
の
こ
と
で
お
困
り
ご　

46.4.16.4.1



る
果
樹
の
苗
木
代
、
土
壌
改
良
代
な
ど

　
▼

補
助
金
額
…
補
助
対
象
と
な
る
経
費
の

２
分
の
１
以
内
、
す
も
も
は
３
分
の
２

以
内
（
た
だ
し
、
補
助
額
は
１０
ア
ー
ル

あ
た
り
上
限
１５
万
円
）

※

対
象
と
な
ら
な
い
経
費
…
本
人
、
家
族
の

作
業
代
、
個
人
に
対
す
る
人
件
費
、
飲
食

代
、
果
樹
棚
に
関
す
る
費
用
、
消
費
税

※

植
栽
す
る
農
地
に
つ
い
て
権
利
関
係
が
明

確
で
な
い
場
合
は
、
補
助
対
象
外
と
な
り

ま
す
。

※
資
材
の
購
入
後
や
事
前
着
工
後
の
申
請
は

認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
事
業
を
始
め
る
前
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※

対
象
品
種
な
ど
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
振
興
課
産
業
振
興
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
０
６
３

紅
花
・
ひ
ま
わ
り
の
植
栽
へ
の



奨
励
金
に
つ
い
て

　
町
で
は
、
遊
休
農
地
等
を
活
用
し
、
県
の

花
「
紅
花
」
ま
た
は
町
の
花
「
ひ
ま
わ
り
」

を
景
観
形
成
作
物
と
し
て
植
栽
す
る
方
を
支

援
し
ま
す
。

●

対
象　
町
内
に
住
所
を
有
す
る
農
業
者
、

農
業
者
グ
ル
ー
プ
、
地
域
住
民
グ
ル
ー
プ

●

対
象
と
な
る
事
業　
町
内
の
遊
休
農
地
や

耕
作
放
棄
地
な
ど
２
ア
ー
ル
以
上
に
紅
花

ま
た
は
ひ
ま
わ
り
を
植
栽
す
る
事
業

●
対
象　
認
知
症
の
方
や
ご
家
族
、
認
知
症

に
関
心
の
あ
る
方
ど
な
た
で
も

●

参
加
費　
無
料

●

申
込
締
切　
４
月
１９
日（
金
）

※

予
約
優
先
で
す
が
当
日
の
飛
び
入
り
参
加

も
可
能
で
す
。お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
次
回
は
５
月
３１
日（
金
）開
催
予
定
で
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
振
興
課
産
業
振
興
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
０
６
３

果
樹
の
新
植
・
改
植
へ
の



補
助
に
つ
い
て

　
町
で
は
、
果
樹
の
生
産
振
興
を
推
進
し
経

営
安
定
を
図
る
た
め
、
規
模
拡
大
や
優
良
品

目
・
品
種
の
新
植
・
改
植
を
支
援
し
ま
す
。

●

対
象　
販
売
目
的
で
果
樹
を
生
産
し
て
い

る
町
内
の
農
業
者
で
、
町
税
に
滞
納
が
な

い
方
。

●

対
象
と
な
る
経
費
と
補
助
額

　
▼

新
植
事
業
…
優
良
品
目
・
品
種
を
２

ア
ー
ル
以
上
の
圃
場
に
植
栽
す
る
場
合

の
経
費
の
う
ち
、
土
壌
土
層
改
良
、
用

水
・
か
ん
水
施
設
の
設
置
、
果
樹
の
苗

木
代
、
作
業
委
託
料
な
ど

　
▼

改
植
事
業
…
優
良
品
目
・
品
種
を
２

ア
ー
ル
以
上
の
圃
場
に
植
栽
す
る
場
合

の
経
費
の
う
ち
、
伐
根
、
深
耕
、
整
地

な
ど
を
行
う
目
的
の
重
機
借
上
げ
お
よ

び
運
搬
費
用
、
ま
た
は
、
そ
れ
ら
の
作

業
委
託
料
、
樹
木
処
分
費
用
、
改
植
す

●

奨
励
金　
原
則
、
１０
ア
ー
ル
あ
た
り
８
万

円
以
内
（
た
だ
し
、
予
算
の
範
囲
内
と
な

り
ま
す
）

●

申
請
方
法　
左
記
の
書
類
を
４
月
１０
日

（
水
）ま
で
、
産
業
振
興
課
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

●

申
請
書
類　
植
栽
計
画
書
、
位
置
図
、
施

工
前
写
真

※

植
栽
計
画
書
は
産
業
振
興
課
で
配
布
し
て

い
ま
す
。

●

そ
の
他　
応
募
多
数
の
場
合
は
植
栽
す
る

位
置
な
ど
に
よ
り
優
先
順
位
を
つ
け
、
よ

り
景
観
形
成
に
資
す
る
場
所
を
選
定
し
ま

す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
建
設
課
建
設
整
備
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
１
１
６

令
和
６
年
度
生
け
垣
設
置
事
業



補
助
金
に
つ
い
て

　
町
で
は
、
う
る
お
い
と
や
す
ら
ぎ
に
満
ち

た
、
緑
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た

め
、
生
け
垣
の
設
置
に
対
し
補
助
を
行
っ
て

い
ま
す
。
植
栽
の
着
手
前
に
補
助
金
の
申
請

が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
建
設
課

整
備
Ｇ
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

申
請
様
式
、
補
助
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い

て
は
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

●

対
象

　



①
新
た
に
設
置
す
る
生
け
垣
で
、
道
路
お

よ
び
公
共
施
設
な
ど
に
面
す
る
部
分
（
１

ｍ
以
上
）
を
含
む
全
延
長
が
３
ｍ
以
上
の

も
の
。

　



②
生
け
垣
用
樹
木
は
列
状
に
配
し
、
高
さ

は
前
面
道
路
か
ら
１・５
ｍ
程
度
、境
界
か

ら
樹
木
ま
で
の
距
離
０
・
３
ｍ
以
上
と
し
、

延
長
１
ｍ
あ
た
り
２
本
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　



③
住
宅
敷
地
お
よ
び
事
務
所
な
ど
の
敷
地

内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

●

金
額　
生
け
垣
設
置
に
要
し
た
費
用
の
う

ち
、樹
木
購
入
費
用
（
樹
木
代
金
の
み
で
、

植
え
付
け
や
支
柱
設
置
な
ど
の
手
間
、
そ

の
他
資
材
な
ど
の
費
用
お
よ
び
消
費
税
は

含
み
ま
せ
ん
）
の
２
分
の
１
、
ま
た
は
生

け
垣
設
置
距
離
１
ｍ
あ
た
り
３
万
円
の
い

ず
れ
か
低
い
額
と
し
、
７
万
円
を
限
度
と

し
ま
す
。

※

先
着
順
と
し
、
予
算
が
な
く
な
り
次
第
終

了
と
な
り
ま
す
。

●

生
け
垣
の
種
類　
特
に
限
定
は
し
ま
せ
ん

が
、
本
町
の
気
候
風
土
に
適
し
た
も
の
を

選
ん
で
く
だ
さ
い
。
な
お
、
果
樹
に
害
を

お
よ
ぼ
す
恐
れ
の
あ
る
樹
木
（
イ
ブ
キ
、

ビ
ャ
ク
シ
ン
類
な
ど
）
は
、
補
助
の
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※

町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
参
考
と
し
て
生

け
垣
奨
励
樹
種
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

●

そ
の
他
留
意
事
項　
生
け
垣
を
ブ
ロ
ッ
ク

塀
の
内
側
に
植
栽
す
る
も
の
は
補
助
の
対

象
外
で
す
。
原
則
と
し
て
５
年
間
は
抜
き

取
り
、改
植
、移
植
を
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
5 6.4.16.4.1



※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
社
会
福
祉
協
議
会（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

�

☎
６
６
２
‐
４
３
６
１

心
配
ご
と
相
談
所
を



開
設
し
ま
す

　
あ
な
た
の
お
悩
み
、
心
配
ご
と
な
ど
を
相

談
員
に
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
民
生

委
員
、
人
権
擁
護
委
員
等
が
相
談
に
応
じ
ま

す
。

●

日
時　
４
月
１０
日（
水
）



午
後
１
時
３０
分
～
４
時

●

場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階

※

電
話
で
の
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
中
央
公
民
館�

☎
６
６
２
‐
２
２
３
５

　
町
婦
人
会
会
長　
秋
葉

�

☎
６
６
２
‐
２
０
５
１

「
中
山
町
婦
人
会
」総
会
の
お
知
ら
せ

～
一
緒
に
活
動
し
て
み
ま
せ
ん
か
～

　
婦
人
会
の
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

●

総
会
日
時　
４
月
１２
日（
金
）午
前
１０
時
～

●

場
所　
新
田
町
公
民
館

●

主
な
活
動　
味
噌
つ
く
り
、
ア
レ
ン
ジ
フ

ラ
ワ
ー
、
手
芸
、
料
理
の
講
習
会
な
ど

●

会
費　
１
０
０
０
円
／
年

消費生活の窓口から消費生活の窓口から

　遠隔操作アプリとは、自分のスマートフォンやパソコンに遠隔地の第三者が接続して、両者が
画面を共有しながら遠隔操作を行うアプリのことです。パソコンメーカーや通信事業者がユーザー
サポートを行う場面で利用されます。
　副業や投資の勧誘では、支払いのために借金をさせられる場合があり、最近では、遠隔操作ア
プリを悪用して借金をさせるケースが目立っています。

〈事例〉バイトを探しており「スマートフォンからスタンプを送信するだけで日給５万円」と記
載のあるサイトから登録した。後日、担当者から電話があり「予想収益１００万円」とする
約７０万円の副業のサポートプランを勧められた。「先行投資」と言われ、貸金業者３社か
ら３０万円ずつ借金する方法を提示された。遠隔操作アプリをインストールさせられ、私
のスマートフォンの画面が共有された状態となり、インターネット上で各社に借金を申
し込んだ。家族に反対されたため、借金の申し込みを撤回したい。 （当事者：学生）

【アドバイス】
◆事業者から「説明のために必要」などと遠隔操作アプリをインストールするよう指示されても、
安易にインストールするのは避けましょう。
　　事業者は、遠隔操作アプリを悪用し、消費者のスマートフォンの画面を見ながら、お金の借
り方について細かく指示を出します。言われるがまま操作してしまうと、多額の借金を抱える
ことになります。仮に事業者との契約を解除したとしても、消費者金融からの借金はそのまま
残ります。
◆簡単に稼げるような旨（うま）い話はありません。「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調す
る広告をうのみにしたり、借金してまで契約したりしないようにしましょう。
◆困ったときは、消費生活相談窓口か消費者ホットライン１

い

８
や

８
や

（局番なし）に相談しましょう。
※出典：国民生活センターホームページ「遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の

勧誘に注意！」

遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘にご注意を！
～簡単に稼げるような旨（うま）い話はありません！！～

※ご相談・お問い合わせ先
　中山町消費生活相談窓口（住民税務課住民Ｇ内）☎６６２－２５９３
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会
を
開
催
し
ま
す
。　
⑤
結
婚
を
希
望
す

る
方
ま
た
は
そ
の
ご
家
族　
⑥
無
料　
⑦

開
催
日
前
の
木
曜
日
ま
で
①
へ（
予
約
制
）　

⑧
県
登
録
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
仲
人
「
や
ま
が

た
縁
結
び
た
い
」募
集
中
。
詳
し
く
は「
や

ま
が
た
縁
結
び
た
い
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
中
山
町
レ
デ
ィ
ー
ス



グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
大
会
】

　


①
中
山
町
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
協
会
事

務
局　
高
橋
賢
治
（
☎
６
６
２
‐
３
７
３

４
）
②
４
月
２０
日（
土
）　
午
前
８
時
４５
分

受
付
開
始　
③
ひ
ま
わ
り
グ
ラ
ウ
ン
ド
・

ゴ
ル
フ
場（
大
字
長
崎
７
７
５
０
番
地
２
）　

⑤
中
山
町
在
住
者
お
よ
び
町
内
に
勤
務
し

て
い
る
２０
歳
以
上
（
令
和
６
年
４
月
１
日

現
在
）
の
女
性　
⑥
５
０
０
円　
⑦
参
加

申
込
書
に
参
加
費
を
添
え
て
、
４
月
５
日

（
金
）午
前
９
時
～
午
後
５
時
ま
で
町
総
合

体
育
館
（
中
山
町
い
ず
み
２
番
地
／
☎
６

６
２
‐
２
３
０
０
）
へ
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。
な
お
、
大
会
要
項
お
よ
び
参
加
申

込
書
は
体
育
館
に
準
備
し
て
い
ま
す
。
※

４
月
５
日
当
日
の
み
の
申
込
受
付
と
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
●
●
そ
の
他
団
体
等
の
お
知
ら
せ
●
●
●

①
お
問
い
合
わ
せ
先
　
②
と
き

③
と
こ
ろ
　
④
内
容
　
⑤
対
象
・
定
員

⑥
費
用
　
⑦
申
込
方
法
　
⑧
そ
の
他

【

中
山
町
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

～
レ
ッ
ツ
中
山
～
体
験
会
の
お
知
ら
せ
】

　



①
中
山
町
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
ス
ポ
ー
ツ
少
年

団　
渡
辺
（
☎
０
８
０
‐
３
１
４
６
‐
５

５
９
８
）　
②
４
月
６
日（
土
）　
午
前
１０

時
～
午
後
１
時　
③
町
民
テ
ニ
ス
コ
ー
ト　

④
一
緒
に
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
を
楽
し
ん
で
み

ま
せ
ん
か
？　
⑤
長
崎
小
学
校
・
豊
田
小

学
校
１
～
６
年
生　
⑥
無
料　
⑦
予
約
不

要
。
ご
都
合
の
良
い
時
間
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。
⑧
持
ち
物
…
動
き
や
す
い
服
装
・

帽
子
・
タ
オ
ル
・
飲
み
物
・
ラ
ケ
ッ
ト（
無

料
貸
出
あ
り
）。
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
①
ま
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

【『
や
ま
が
た
縁
結
び
た
い
』
に
よ
る



結
婚
相
談
会
の
開
催
】

　



①
や
ま
が
た
ハ
ッ
ピ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
（
☎
６
８
７
‐
１
９
７
２
）　
②
４

月
７
日（
日
）・
１４
日（
日
）・
２２
日（
月
）・

２８
日（
日
）　
午
後
１
時
３０
分
～
４
時
３０
分

（
１
組
４５
分
程
度
）　
③
文
翔
館（
山
形
市
）　

④
結
婚
を
希
望
す
る
方
ま
た
は
そ
の
ご
家

族
を
対
象
に
、
婚
活
の
仕
方
や
お
見
合
い

相
手
の
紹
介
な
ど
に
つ
い
て
の
個
別
相
談

４月は、新しい１年の始まりです！
　春は、新入学児童（園児）や、運転免許を取得したばかりの新社会人等が道路交通に参加しは
じめることにより、交通事故が起こりやすくなる時期となっています。時間と心にゆとりを持っ
て外出しましょう。

令和６年度　春の交通安全町民運動
●実施期間　４月６日（土）～１５日（月）

運 動 の 重 点
１　子どもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践
２　歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行
３　自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守

お 詫 び と 訂 正
　広報なかやま３月１５日号１４ページ「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金（追加給付）を
支給します」で、提出期限に誤りがありました。正しくは「４月５日（金）」です。
　以上のとおり訂正し、お詫びいたします。
　なお、給付金に該当する方には、個別にお知らせしています。

※お問い合わせ先　健康福祉課福祉子育て支援Ｇ　☎６６２－２６７３
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保健カレンダー ※保健事業に関するお問い合わせ先
健康福祉課　健康づくりＧ　☎６６２−２８３６

事　業　名 日　時 場　所 対　象　者　等

１歳６か月児健診
４／１０（水）
受付時間は
個別通知で
お知らせします 保健福祉

センター
検診ホール

令和４年７月～９月生まれのお子さんと前回
欠席のお子さん
●持ち物　母子手帳、問診票、「健やか親子

２１」質問票、交換用おむつ、バス
タオル

パ パ マ マ 教 室
４／１８（木）
受付時間は
個別通知で
お知らせします

令和６年７月～９月に出産予定の方（配偶者
も一緒に参加できます）
転入等で個別通知がなかった方は至急ご連絡
ください。
●持ち物　母子手帳、筆記用具

４月１４日 中 山 診 療 所 ☎６６２－５０１１ ４月２８日 服部内科胃腸科医院 ☎６６２－２２７２

※日曜・祝日・年末年始の急病時は、山形市休日夜間診療所（山形市香澄町２－９－３９ ☎６３５－９９５５）も利用できます。

４月の日曜当番医診療時間 午前９時～正午

母子手帳交付について
母子健康手帳交付は予約制です。お電話でお問い合わせください。
●受付時間　午前８時３０分～午後４時（土・日曜、祝日を除く）
●所要時間　３０分～１時間程度
●場　　所　保健福祉センター
●持 ち 物　医師が記入した妊娠届出書、マイナンバーカード

「山形県大人の救急電話相談」ダイヤルの変更について
　県では、夜間の急病の際に、専門的な知識を有する看護師から医療機関への受診や家庭での対
処方法についてアドバイスを受けられる「救急電話相談」を実施しています。
　令和６年４月１日午後６時から、「大人の救急電話相談」の短縮ダイヤルを県独自の番号である
「＃８５００」から、全国統一の番号である「＃７１１９」に変更します。
●相談日時　毎日午後６時～午前８時
●電話番号　◇小児救急電話相談（１５歳未満）　　＃８０００ または ☎６３３－０２９９
　　　　　　◇大人の救急電話相談（１５歳以上）　＃７１１９ または ☎６３３－０７９９

※お問い合わせ先　山形県健康福祉部医療政策課　☎６３０－３３６６
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1月 ■中山町民交通安全行動の日
□ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日

2火 ★お話と遊びの会
●るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

3水 ●ウォーキング教室
●いきいきクラス（総合体育館）
　　　

4木 ★じぃじ・ばぁばの日

5金 ★子育て支援センター休館日
　（保育園入園式）　　　　

6土
7日 ●ウォーキング教室

●いきいきクラス（総合体育館）

8月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
□長崎小・豊田小・中山中始業式
□中山中入学式　　　　

9火 ★発育測定と保健師の話
●るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

10水
■行政相談　◆１歳６か月児健診
□長崎小・豊田小入学式
○心配ごと相談所
●ウォーキング教室
●いきいきクラス（総合体育館）　　　　

11木
12金 　　　

13土
14日 ●ウォーキング教室

●いきいきクラス（総合体育館）

15月 ■中山町民交通安全行動の日
□ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
○ひまわり温泉ゆ・ら・ら休館日　　　　

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類スマホ

粗大ごみ
（申込制）スマホ

スマホ

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

スマホ

スプレー缶・カセットボンベ
水銀含有ごみ
埋立てごみ

スマホ

古紙類回収（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・
シュレッダー破砕紙）

中山診療所
６６2-５011
９時～12時

スマホ

16火 ★お話と遊びの会
●るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

17水 ●ウォーキング教室
●いきいきクラス（総合体育館）
　　　

18木 ○子どもの困りごと相談会　◆パパママ教室
★赤ちゃんとママの日

19金 　　　

20土 ■第１回区長連絡協議会・懇談会
□ほんわ館おはなし会
★子育て支援センター開館日

21日 ●ウォーキング教室
●いきいきクラス（中央公民館）

22月 □ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
★子育て支援センター休館日　　　　

23火 ●るんるん・はつらつクラス（総合体育館）
★お話と遊びの会

24水
◆乳児健診
★ふれあい広場（作ってみようの日）
●ウォーキング教室
●いきいきクラス（総合体育館）　　　　

25木
26金 　　　

27土
28日 ■春季消防演習

●ウォーキング教室
●いきいきクラス（総合体育館）

29月 昭和の日

30火
■軽自動車税種別割納期限
□ほんわ館・総合体育館・歴史民俗資料館休館日
★お話と遊びの会
●るんるん・はつらつクラス（中央公民館）

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類スマホ

粗大ごみ
（申込制）スマホ

スマホ

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

スマホ

スマホ

古紙類回収（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・
シュレッダー破砕紙）

服部内科胃腸科医院
６６2-2272
９時～12時

まちのカレンダー4月
令和６年 卯月／2024.April

■…町関係　□…教育委員会関係　◆…保健関係　★…子育て支援センター関係
●…なかやま健幸くらぶ関係　○…その他
　　　　…スマホよろず相談所（中央公民館にて午前１０時〜正午、予約不要）スマホ

町税等の納付は便利で確実な口座振替をお勧めします。詳しくは住民税務課税務Ｇへ（ＴＥＬ ６６２-２１１２）

※行事や日曜当番医は変更になる場合がありますので、お知らせ版をよくご覧になってください。
※ペットボトルは捨てる前に中をすすぎ、キャップとラベルを取り、素材ごとに分別しましょう。
【４月２９日（月）は祝日ですが、ごみの収集を行います。】

その他のごみ収集日

※リチウムイオン電池は「水銀含有ごみ」へ！　※ごみ収集作業中の車両には近付かないでください！

地　　　　区　　　　名 ペットボトル もやせるごみ ビン・カン
（資源物）

達磨寺全区・向新田・新田町全区・上町・新町・元町・中町・西小路
梅ヶ枝町全区・西町・南小路・土橋全区・岡全区・小塩全区

４月１２日（金）
４月２６日（金） 月・木曜日 火曜日

柳町・旭町全区・中原団地・広瀬団地・川端・下川・桜町全区・北小路
三軒屋・落合・文新田全区・いずみ全区・あおば全区・金沢全区・柳沢全区

４月８日（月）
４月２２日（月） 火・金曜日 木曜日




